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第３回蔵王福祉まつり　落語家六華亭遊花さん出演！
　町民の皆様に落語を通じて笑顔を届け、介護負担の軽減や笑顔あふれる暮らし
ができるよう、福祉まつりを開催します。
日時／3月21日（土）13時30分～15時
場所／蔵王町ふるさと文化会館（ございんホール）
内容／①福祉落語会（六華亭遊花さん）　②健康体操　③介護福祉事業の紹介
参加／入場無料　　※入場整理券は下記の事業所で配布しています。
特別養護老人ホーム楽園が丘、特別養護老人ホームざおうの杜、在宅複合型施設ざおうの杜、介護老人保健施設リラ
の郷、特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王、ケアサービスふらん、はらから蔵王塾、キング・D・サービス、放課後
等デイサービスココシフレ蔵王、住宅型有料老人ホームりくてん、蔵王町社会福祉協議会
主催／蔵王町介護福祉ネット（町内11事業所で構成）
問い合わせ先／蔵王町社会福祉協議会事務局☎33－2940

令和８年４月から認可外保育施設を利用する方へ
　仕事、病気や介護などにより「保育の必要性」がある家庭は、以下の制度を利用することが可能です。制度の
適用を受けるためには、町に申請を行う必要がありますので、手続きをお願いします。
子育てのための施設等利用給付（国の幼児教育・保育無償化制度）
対象施設／町内外の認可外保育施設
対象児童／蔵王町に住所があり、
①保育の必要性がある、3歳児クラスから5歳児クラスの児童（令和2年4月2日～令和5年4月1日生まれ）
②保育の必要性がある、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童（令和5年4月2日～令和8年4
月1日生まれ）
無償となる保育料／
①3歳児クラスから5歳児クラスの児童／月額37,000円まで
②0歳児クラスから2歳児クラスの児童／月額42,000円まで
※認可外保育施設のほかに幼稚園等を利用している場合は、金額が異なります。
待機児童対策事業補助金（町独自の制度）
対象施設／蔵王町内の認可外保育施設
対象児童／
①保護者および児童が蔵王町に住所を有し、蔵王町の住民基本台帳に記録されていること。
②蔵王町にある認可外保育施設に児童を入所させ、年または月を単位として契約をしている方。
③保育の必要性がある方。
④住民税課税世帯であること。
⑤町税等を滞納していないこと。
⑥令和8年度対象児童／令和5年4月2日～令和8年4月1日生まれで、かつ生後6か月を経過したお子さん（利用
月の初日で生後6か月に達している必要があります）。以上、①～⑥全てを満たしていること。
補助金額／保護者が認可外保育施設に支払った保育料の月額（42，000円上限）と蔵王町認定こども園保育料
（月額）との差額
申請受付期間／2月16日（月）～3月23日（月）（土日祝日を除く）
申請・問い合わせ先／子育て支援課　☎33－2122

シニア向けゆっくりパソコン講座 参加者募集

場所／仙南地域職業訓練センター（柴田郡柴田町大字船岡字照内1番地の9）　　　申込期限／2月18日（水）
申込方法／お電話またはFAXにて、下記へお申し込みください。※申込多数の場合抽選
申し込み・問い合わせ先／仙南地域職業訓練センター　☎0224－57－1501 FAX0224－55－2250
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講座名 内容 実施日時 定員 受講料

① パソコン入門
(文書作成ソフト編)

文書作成ソフト「Ｗｏｒｄ」を使い、文字
入力や簡単な文書作成等の基本操作
と、写真やイラスト等を挿入した会報
や案内チラシの作成を学びます。

3月2日(月)～6日(金)
9時30分～12時30分

10名
4,800円

（テキスト代含む）

② パソコン入門
(表計算ソフト編)

表計算ソフト「Ｅｘｃｅｌ」を使い、デ－タ
の入力、表作成、数式と簡単な関数等
の基本操作と、家計簿やスケジュ－ル
表の作成を学びます。

3月9日(月)～13日(金)
9時30分～12時30分

検針月 ３月 ４月 ５月 ６月

継  続

使  用

新  規
使  用

　現在、下水道を継続して使用の方は、令和8年4月分の使用から新しい使用料が適用されます。
なお、下水道使用料は1か月ごとに検針を行っているため、実際の請求は令和8年5月検針分から増額となります。

　また、令和8年4月1日以降に新たに下水道の使用を開始した場合は、使用開始日から新使用料が適用されます。

　今後も持続可能な事業運営を行うため、経営の効率化や経費削減などの経営努力を継続するとともに、管路や
下水道施設の更新については、更新計画に基づき計画的に更新を行い、更新費用の均一化を図ることで、経費の抑
制に努めます。
　また、下水道使用料については、経営戦略に基づき、おおむね５年ごとを目安に経営分析を行い、適切な水準と
なっているかを検証していきます。

【計算例】
　◆ 月20㎥を使用の場合（一般家庭の平均使用料）
　◆ 請求時に、1円未満の端数が生じたときは切捨てとなります。

〈改定前下水道使用料〉
■ 基本使用料
■ 超過（10㎥×172円）
■ 消費税
■ 合　計

1,664円
1,720円

338円
3,722円

〈改定後下水道使用料〉
■ 基本使用料
■ 超過（10㎥×206円）
■ 消費税
■ 合　計

1,990円
2,060円

405円
4,455円

※ １か月当たりの単価

※ １か月で733円の増となり、１年間では8,796円の増となります。

【下水道使用料新旧表】　 （税抜）

検 針 検 針 検 針 検 針

(旧使用料で請求)(旧使用料で請求) (新使用料で請求)(新使用料で請求)

(新使用料で請求)

使用料改定の内容

新使用料適用の時期

今後の取り組み

問い合わせ先／上下水道課　☎３３－３０００

区　分 排水量
使用料

差額 改定率
改定前 改定後

基本使用料 0㎥ ～   10㎥ 1,664円 1,990円 326円

20％超過使用料
（1㎥当たり）

11㎥ ～   20㎥ 172円 206円 34円

21㎥ ～   50㎥ 179円 214円 35円

51㎥ ～ 200㎥ 204円 244円 40円

201㎥ ～ 　　　 217円 260円 43円
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東　根 髙橋由典・山下奈月（神奈川県）
◆けっこん

～便利でお得な口座振替・前納をおすすめします～
　口座振替にすると自動引落しで納付の手間が省け、納め忘れがなくな
ります。さらに、早割・前納を利用すると保険料が割引されます。

●口座振替による早割は月60円（年間720円）お得
　国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替する方
法のことを早割といいます。なお、現金納付の場合は、当月末までに納
付していただいても早割はありません。

●まとめて前納はさらにお得
6か月前納は1,190円、1年前納は4,440円、2年前納は最大17,010

円の割引（令和7年度）となります。
　前納を選択する場合は、初回振替日によって初回の振替対象期間が異
なります。

●お申し込み方法
オンラインでの申込
　マイナポータルからねんきんネットへログインし、ねんきんネット上
で口座振替申出手続きが可能です。
郵送、窓口での申込
　口座振替納付申出書に必要事項を記入・押印し年金事務所へ郵送、ま
たは、年金事務所や金融機関、町民税務課の窓口に提出してください。

　なお、すでに口座振替で前納されている方は毎年の手続きは必要あり
ませんが、前納の種類を変更する場合は、新たに申し込みが必要となり
ます。

問い合わせ先／町民税務課 ☎33‐3001
大河原年金事務所 ☎0224‐51－3111

国民年金だより

●町内郵便局3局と役場で「申請サポート」を行っています。写真撮影をしま
すので、申請者本人が来庁してください。

●町職員が自宅や事業所に伺う、「出張申請サポート」も行います。詳しくは
お問い合わせください。

●申請から受取までは1か月程度かかりますので、ご留意ください。
問い合わせ先／町民税務課　☎33－3001

マイナンバーカードをはじめて作る方
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◆おめでた　　  （　）内は保護者名

永　野　山家　颯真（光 貴・爽 香）

新　町 小野寺梨理華（明 彦・香菜恵）

小村崎　澁谷　心晴（  剛  ・淳 美）

　宮　　黒井　恵奈（信 克・美 帆）

小妻坂　横山　慈煌（恭 典・千 春）

そう ま

●2月の納税等
　納期限は3月2日（月）まで

国民健康保険税　　　　１０期
後期高齢者医療保険料　　８期
介護保険料　　　　　　　９期
上下水道料　　　　　　２月分

12月末までの届出分（※敬称略・希望者のみ掲載しています）

◆おくやみ  （　）内は年齢･世帯主名

曲竹南　我妻　　巖（80歳・本　人）
曲竹南　我妻さつ子（91歳・本　人）
塩　沢　平間　　勝（77歳・本　人）
円田入 佐藤　宗任（86歳・宗　市）
東　根　佐　　幸夫（77歳・本　人）
東　根 樋口　俊彦（84歳・本　人）
新　町 宇佐美こまん（88歳・和　良）
小村崎　村上　信一（76歳・本　人）
宮　司　安彦やい子（95歳・本　人）
宮　司　若生スミ子（91歳・本　人）
遠刈田 阿部シゲ子（89歳・孝　道）
遠刈田　大本　義輝（84歳・本　人）
遠刈田 　内みな子（82歳・　保　）
小妻坂　我妻はるみ（87歳・本　人）
小妻坂 小岩　　優（42歳・正　美）
七日原　我妻　光代（72歳・本　人）
七日原　齋　　崇克（44歳・孝　吉）

●町のようす －12月末現在－

人口と世帯数　（　）内は前月比較
　人　口　10,698人（－  6）
　　男　　 5,281人（－  9）
　　女　　 5,417人（＋  3）
　世帯数　 4,655戸（＋  4）

火　災 12月の件数（　）内は1月からの累計
　家　　屋　　　　  0件（    5）
　林野ほか　　　　  0件（    5）
　救急車出動回数　59件（702）

交通事故 12月の件数（　）内は1月からの累計
　死亡事故　　　　  0件（    0）
　人身事故　　　　  0件（    8）
　物損事故　　　　35件（352）
　飲酒運転検挙数　  0件（    0）

手続できるもの／マイナンバーカード申請・交付・電子証明書の更新・暗証番号の再設定
必要なもの／①交付通知書（はがき） ②本人確認書類（写真付きなら1点、写真
無しの場合は2点）　③通知カード ④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
予約・問い合わせ先／町民税務課　☎33－3001

納税・納税相談
夜間開設日／2月27日（金）　17時15分～19時
予約・問い合わせ先／町民税務課　☎33－3002

夜間休日窓口は予約制です。希望する日の前日（休日を除く）までにご連絡
ください。予約のない日は開設しませんのでご注意ください。
マイナンバーカード関連の手続き

夜間窓口実施予定日
日時／2月4日、18日、3月4日、18日
　　　※いずれも水曜日  17時15分～19時

休日窓口実施予定日
日時／3月29日（日）

9時～12時

町民税務課　夜間・休日窓口開設日（要予約）
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　本町では、令和8年4月1日から下水道使用料を改定します。
　今回の改定は、老朽化が進む下水道施設の更新に備え、将来にわたり安全で安定した下水道サービスを維持
していくために行うものです。
　下水道は、日常生活における汚水処理や水環境を保全し、快適な住民生活を維持していくために欠かすこと
のできないインフラの一つです。
　使用者の皆さまにはご負担をお掛けすることとなりますが、下水道事業を将来にわたり持続可能なものとす
るため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

人口減少や節水機器の普及
による料金収入の減少

人口減少や節水機器の普及に
より、使用料収入は中長期的
に減少する見込みです。

令和2年度 166,474千円
令和6年度　　30,480千円
5年間で事業資金残高が
約130,000千円減少しています。

施設の老朽化に伴う更新・
維持費の増加

将来の施設更新に必要な
資金の確保

　本町の下水道事業は、昭和63年の供用開始以来、生活環境の向上に貢献してきました。しかし、今後は人口
減少や節水機器の普及により、使用料収入は中長期的に減少する見込みとなります。
　一方で、管路や下水道施設の老朽化が進み、計画的な施設の更新や、これまでの整備に伴う借入金の返済な
ど、多額の費用が必要となっており、事業資金残高は年々減少しています。このまま使用料改定を行わなかっ
た場合、将来の施設更新に必要な資金の確保が困難となることが見込まれます。
　町では、令和5年度に使用料改定を行いましたが、コロナ禍や社会経済情勢を踏まえ、使用者の皆さまに過
度な負担とならないよう配慮した改定としてきました。その後も経営の効率化や経費削減などの経営努力に取
り組んできましたが、現行の使用料水準では将来にわたり安定した事業運営を続けることが難しい状況です。
　下水道事業は、原則として使用料で運営する仕組みですが、現在は使用料収入だけでは賄いきれず、不足す
る分を町の財源で補っている状況です。
　こうした状況を踏まえ、学識経験者や関係団体の代表等で構成される「蔵王町上下水道事業経営審議会」に
おいて審議を行い、その答申を受け、今回、下水道使用料を一律20％引き上げることとしました。

令和８年４月１日から下水道使用料を改定します

なぜ使用料の見直しが必要なのか

(単位:千円)
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下水道使用料収入の推移

下水道事業の資金残高の推移


